
 
 

長崎県土地改良事業団体連合会  
令和７年度 職員募集案内（令和８年４月採用） 

〔高校卒業程度〕 
 

長崎県土地改良事業団体連合会 
 

 

令和８年 4 月採用の職員を募集します。 

応募資格、募集期間及び選考試験は以下のとおりです。ご応募をお待ちしております。 

 

１．募集人員及び職務内容 

職      種 採用予定人員 職  務  内  容 

技術職 2 名 

農業農村整備事業（農地の大区画化や農業用排水路、農道

の整備など）に関する測量、調査計画、設計、積算、 

施工管理、換地処分等の専門的業務に従事します。 

 

２．応募資格 

区  分 応  募 資 格 

高校卒業程度 令和８年３月３１日までに卒業見込みの者 

 

なお、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

・日本国籍を有しない者 

・成年被後見人又は被保佐人 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

・懲戒免職(解雇)の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３．受付期間     令和７年 11 月 25 日（月）から 令和 7 年 12 月 2 日（火） 

 

４．提出書類・提出方法 

    （1）提出書類 

1）履歴書 

2）調査書 

3）紹介書（※全国高等学校統一用紙） 

※受験票は、提出書類を審査し、応募を受け付けた方に送付しますので、 

選考試験の際にご持参ください。 

 

（2）提出方法  持参または郵送（令和 7 年 12 月 2 日までに必着） 

 

 

 



５．選考試験日時及び試験会場 

（1）試験日時 

1）試 験 日：令和 7 年 12 月 8 日（月） 

        

2）試験時間：午前 10 時～（受付時間 9 時～9 時 40 分） 

 

（2）試験会場   長崎県長崎市大黒町 9 番 17 号 

土地改良会館 6 階会議室 

 

６．試験内容及び試験時間割 

（1）試験内容 

1）一般教養問題 

2）農業土木に関する専門知識問題 

3）作文【400 字詰 2 枚程度】 

4）面接 

 

（2）試験時間割（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．合格発表 

     合格・不合格については、文書にて通知します。（１2 月 8 日迄に発送予定） 

 

８．給与及び労働条件 

（1）初任給：本会職員給与規程に基づき支給します。 

・高 校 卒： 194,500 円（長崎県行政職給料表に準ずる） 

（2）諸手当：期末手当（年間 2 回 [ 6 月、１２月 ]）、超過勤務手当、住宅手当、資格手当 

家族手当、通勤手当、離島手当等をそれぞれの支給条件に応じて支給します。 

（3）昇  給：昇給は、原則として毎年１回、４月に行われます。 

（4）加入保険等：厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険 

（5）福利厚生：生活習慣病検診、作業服貸与、メガネ･コンタクトレンズ購入費補助 等 

（6）勤務条件 

1）勤務時間：午前８時４５分から午後５時３０分 

2）休憩時間：午後 12 時から午後１時（１時間） 

3）休日・休暇 

  ・完全週休２日制（土曜・日曜日） 

  ・祝祭日 

  ・年末年始休暇 例年１２月 29 日～１月３日 

  ・有給休暇（本会規程に基づき、年次有給休暇、特別有給休暇が与えられます。） 

       ３カ月経過後に 10 日付与 

時  間 内 容 備  考 

9：00～ 9：40 応募者受付  

9：40～ 9：50 オリエンテーション 試験に関する説明 

10：00～11：00 作  文 60 分 

11：10～12：00 一般教養試験 50 分 

12：00～13：00 休  憩  

13：10～14：10 専門試験 【専門試験】60 分 

【面    接】20 分/人程度 14：20～16：00 面  接 



・特別休暇（夏期休暇予定：6 月 1 日～9 月 30 日の間で 5 日間以内） 

4）勤務地 

     本部（長崎市）及び、県内各支所（諫早市、島原市、五島市） 

※異動、転勤があります。 

5）採用後 3 ヶ月間（令和８年 4 月～6 月）は、試用期間となります。 

 

９．そ の 他 

    ・この応募案内の詳細については、長崎県土地改良事業団体連合会総務課にお問い合わせください。 

  ・職員採用試験のために得た個人情報については、他の目的で使用することはありません。 

  ・提出された書類は、返却いたしません。 

     

 

【書類送付先・問い合わせ先】 

   長崎県土地改良事業団体連合会 総務部 総務課 八並、瀬川 

〒850-0057 長崎県長崎市大黒町 9 番 17 号 

TEL：095-823-3101 

FAX：095-823-3102 

E メール：n.soumu.3101@ntr.or.jp 

ホームページ： https://www.ntr.or.jp 
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